
公務員の給与改定に関する取扱いについて

平成１８年１０月１７日
閣 議 決 定

１ 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給
与については、去る８月８日の人事院勧告どおり、平成１８年度
の給与改定を見送るとともに、給与構造改革を引き続き推進する
ものとする。

２ 特別職の国家公務員の給与については、おおむね１の趣旨に沿っ
て取り扱うものとする。

３ １及び２については、今年度における新たな追加財政負担は要せ
ず、給与構造改革全体として総人件費の抑制に資するものである
が、我が国の財政事情がますます深刻化している下で総人件費改
革が求められていることを考慮すれば、行財政改革を引き続き積
極的に推進し、総人件費を削減する必要がある。そのため、次に
掲げる各般の措置を講ずるものとする。

⑴ 地方支分部局等を始めとする行政事務・事業の整理、民間委託、
情報通信技術の活用、人事管理の適正化等行政の合理化、能率
化を積極的に推進する等の措置を講ずる。また、定員について
は、５年間で５.７％以上の純減目標を確実に達成する。その中
で、メリハリのある定員配置を実現する。

⑵ 独立行政法人（総務省設置法（平成１１年法律第９１号）第４
条第１３号に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）につ
いても、中期目標設定、評価等について役職員数も含めた一層
の事務運営の効率化を図る。特に、中期目標期間終了時の組織・
業務の見直しの結論を本年中に得る独立行政法人については、
「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）、
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成
１８年７月７日閣議決定。以下「基本方針２００６」という。)
等を踏まえ、「官から民へ」の観点から事業・組織の必要性を
厳しく検討し、その廃止・縮小・重点化を図る。

⑶ 独立行政法人の役職員の給与については、改定に当たって国家
公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう要
請するとともに、中期目標に従った人件費削減や国家公務員の
給与構造改革を踏まえた給与の見直しの取組状況を的確に把握
する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式に
より、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。



また、特殊法人等の役職員の給与についても、改定に当たって
国家公務員の例に準じて措置されるよう対処するとともに、主
務大臣の要請を踏まえた人件費削減や国家公務員の給与構造改
革を踏まえた給与の見直しの取組につき、必要な指導を行うな
ど適切に対応する。特殊法人等の役職員の給与等についても、
法令等に基づき公表する。

⑷ 地方公共団体の定員の純減及び人件費の抑制に支障を来すよう
な施策を厳に抑制する。

⑸ 地方公共団体の定員については、新地方行革指針（平成１７年
３月２９日）に基づく集中改革プランにおける定員管理の数値
目標の着実な達成に取り組むことを含め、「基本方針２００６」
に沿い、５年間で国の定員純減（▲５.７％）と同程度の職員数
の純減を行うよう、引き続き要請する。

⑹ 地方公共団体における地方公務員の給与改定に当たっては、現
下の極めて厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等を
十分検討の上、国と同様、行政の合理化、能率化を図るととも
に、既に国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地方公
共団体にあっては、その適正化を強力に推進するため必要な措
置を講ずるよう要請する。
また、国家公務員における給与構造改革を踏まえた取組に加え、

人事委員会機能を発揮することなどによる地方における民間給
与水準への準拠を徹底するなど、「基本方針２００６」に沿っ
た取組を着実に推進するよう要請する。

４ 給与構造改革の一環としての専門スタッフ職俸給表の新設につい
ては、人事院において、複線型人事管理を実現するための政府に
おける取組に呼応し、その環境を早急に整備する観点からも、更
にその具体化について検討を進めるよう要請するものとする。


